
福島県農業担い手課令和６年度農業でふくしまぐらし支援事業

＜事業概要＞
農業分野への人材の一層の呼び込みと定着率を向上するため、県外の就農希望者に対する就農支援を強化する。
＜事業目標＞
○新規就農者数（４００人以上【令和１２年度まで】)

事業の全体像

●事業の内容
１ 移住就農等支援事業
地域（産地）における移住就農者等の受入

体制の強化と就農時の負担軽減のために、
（１）～（４）に関する取組を支援する。ま
た、地域における移住就農者の確保のために、
首都圏で移住就農相談会や就農体験を開催す
る。
（１）移住就農者への住環境整備
（２）中古農業機械の活用促進
（３）軽トラック等のリース費用支援
（４）多様な就農者への支援

２ 雇用就農促進事業
雇用就農希望者への雇用機会創出、雇用の

受け皿となる農業経営体の育成と定着率の向
上のために、労働環境の改善や雇用機会の推
進を行う。

１ 移住就農等支援事業

○地域（産地）への支援
・ 対象者：市町村等
・ 補助内容（メニュー方式）
（１）移住就農者への住環境整備

（空き家修繕や借上費用など）
（２）中古農業機械の活用促進

（機器の掘り起こし、査定及びメンテナンス経費など）
（３）軽トラック等のリース費用支援

（軽トラック等のカーリース経費）
（４）多様な就農者への支援（資金の交付）
・ 補助率 ①及び②２／３（優先枠は３／４） ③及び④定額

上限①130万円（150万円） ②35万円（37.5万円）
③30万円 ④100万円

※優先枠：地方への就農・定住・定着を目的とする地域おこし協力隊
を募集・受け入れる市町村又は園芸生産拠点

○首都圏における移住就農相談会、移住就農お試し体験の開催

２ 雇用就農促進事業

○人材派遣を活用した移住者の雇用就農機会創出
・ 委託先：人材派遣会社等
・ 委託内容：移住就農者を公募・面談等を行い、雇用就農予定・希望先

へ短期派遣を行うことで、雇用機会の創出と就農実践研
修を実施

○雇用受入先の労働環境改善のために、従業員へのアンケート、専門家に
よる分析、結果報告及び改善手法の提案を実施



【事業の内容】 【事業の流れ】

県外からの移住就農者を受け入れるために、地域
（産地）が行う空き家等の修繕など移住就農者向け
住居の準備を支援する。

・補助先：市町村、JA及び新規就農者受入組織
・補助内容：住居本体等の修繕、修繕に伴う除却、

清掃費、修繕に伴う賃借料等
・補助率：２／３（優先枠※は３／４）
・補助上限：130万円／地域（優先枠※は150万円）
※地方への就農・定住・定着を目的とする地域おこし協力隊
を募集・受け入れる市町村又は園芸生産拠点

・主な交付要件
１ 移住就農者向けの住環境整備であること
２ 居住予定の移住就農者がいること
又は住環境整備後すみやかに募集すること

３ 修繕等の契約者は事業実施主体であること
４ 整備後の入居者は移住就農者に限ること
５ 補助対象とする住居等は事業実施主体が所有
する住居等（賃借のために所有するものを除
く）又は事業実施主体が整備を行うために賃借
する住居等であること。

福島県農業担い手課移住就農等支援事業 ①移住就農者への住環境整備

環境も良いし、研修も魅力的だけど、
住むところがなぁ～

賃貸はあまりないし、空き家修繕は
自分持ちでハードル高いなぁ～

環境もいいし、住むところも
準備してくれて、研修先にも近い
ここに決めた!!

【対策のポイント】
地域（産地）が県外からの移住就農者に対する住環境の事前準備を支援します。
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【事業の内容】 【事業の流れ】

地域（産地）が行う利用されなくなった農業用機
械を新規就農者等へ譲渡・継承する取組を支援する。

・補助先：市町村、JA及び新規就農者受入組織
・補助率：２／３（優先枠※1は３／４）
・補助上限：35万円／地域（優先枠※1は37.5万円）
※1 地方への就農・定住・定着を目的とする地域おこし協力

隊を募集・受け入れる市町村又は園芸生産拠点

・主な支援対象となる取組例
１ 農業用機械の掘り起こし調査に要する経費
２ 農業用機械の情報を登録するシステム開発費
やＷｅｂサイト開発・作成費

３ 農業用機械譲渡会等の開催経費
４ 譲渡に伴う農業用機械の査定・動作確認や
譲渡成立後のメンテナンス費用※2

５ これら取組の宣伝広告費
※2 査定やメンテナンスは、福島県農業機械整備施設認定

要領に基づき認定を受けた整備施設に限る

福島県農業担い手課移住就農等支援事業 ②中古農業機械の活用促進

村で機械の継承
システムを始め
たぞ!!

移住就農って
思った以上に
初期経費が
嵩むなぁ～

【対策のポイント】
市町村等が、使われなくなった農業用機械の活用を促進する取組を支援します。
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が手に入った!!
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【事業の内容】 【事業の流れ】

就農時に必要となる軽トラック又は軽バンのリー
ス料金の一部を支援する。

・対象者：移住就農者（独立・自営就農に限る）
・補助先：市町村、JA及び新規就農者受入組織
・補助率：定額
・補助上限：10万円／人かつ30万円／交付主体

・主な交付要件
１ 移住就農者（独立・自営就農に限る）で
あること

２ 車種は軽トラック又は軽バンに限る※

※リース契約の契約相手方は（一社）日本自動車リース協会

連合会加盟会員に限る

３ リース契約期間が５年以上であること
４ 契約初年度の支援であること
５ 交付対象者がリース契約締結前に軽トラック
又は軽バンを所有していないこと

・返還要件
１ 交付対象者が虚偽の申告を行った場合
２ 交付を受けた年度から起算して、３年未満で
リース契約の解約等をした場合

福島県農業担い手課移住就農等支援事業 ③軽トラック等のリース費用支援

必需品の軽トラックは支援制
度が見当たらない
購入はペーパードライバーで
ちょっと不安

【対策のポイント】
移住就農者が、出荷や農作業等で必要となる軽トラック等のリース費用を支援します。
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リース支援で経費を押さえながら
導入できた!!
車検や税金も契約に含まれてペー
パードライバーでも安心!!
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【事業の内容】 【事業の流れ】

中高年（50歳以上）や副業（半農半Ｘ）などの多様な
新規就農者の就農直後の所得を確保する資金を交付する。

・対象者：認定新規就農者以外の新規就農者
・補助先：市町村
・補助率：定額
・補助上限：50万円／人（世帯）かつ100万円／交付主体
・主な交付要件
１ 新規就農者（独立・自営就農）であること
２ 認定新規就農者でないこと
３ 実現性の高い就農計画を作成していること
４ 前年の世帯所得が600万円以下であること。
５ 50歳以上65歳未満の場合は、
農業従事日数が年間150日以上かつ
地域計画に位置付けられていること又は
位置付けられることが確実であること又は
農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

６ 50歳未満の場合は、
農業従事日数が年間60日以上かつ
農産物販売金額50万円以上を目指すこと。

・主な返還要件
１ 交付を受けた年度から起算して３年間、同程度
の営農を継続しなかった場合

福島県農業担い手課移住就農等支援事業 ④多様な就農者への支援

【対策のポイント】
認定新規就農者以外の多様な新規就農者を支援する。
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就農の支援があったからこ
そ、本業と農業を両立した
いなか暮らしをスタートで
きた!
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今までの仕事を活かして、
農業もとなると思った以
上に出費が･･･。
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支援後


